
防府市三歳未満児保育体制強化事業費補助金交付要綱 

 

                       令和６年９月１３日制定 

（趣旨） 

第１条 保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業における

三歳未満児クラスへの保育士の加配を支援することにより、睡眠や食事中な

どの保育中の事故を防止するとともに、保育士の業務負担の軽減や保育の質

の向上を図ることを目的とする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助対象となる者は、防府市内において保育所、認定こども

園を設置運営する者又は小規模保育事業、事業所内保育事業を行う

者とする。 

 （対象事業） 

第３条 「こどもまんなか保育体制強化事業実施要綱」（令和６年８

月 15 日付け令６こども政策第 487 号山口県健康福祉部こども・子

育て応援局長通知。）の別添１に定める「保育士独自加配事業」に

基づき行う事業とする。 

（交付額の算定方法） 

第４条 補助金の額は、予算の範囲内で別表に定める基準額と対象経

費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除して得た額を比較し

て少ない方の額に補助率を乗じて得た額（千円未満切捨て）とする。 

 （補助金の交付申請） 

第５条 事業を実施し補助金の交付を受けようとする者（以下、「事

業実施者」という。）は、防府市三歳未満児保育体制強化事業費補

助金交付申請書（第１号様式）に添付書類を添えて、市長が別に定

める日までに提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内

容を審査し、適当であると認めたときは防府市三歳未満児保育体制

強化事業費補助金交付決定通知書（第２号様式）によりその旨を事

業実施者に通知するものとする。 



 （実績報告） 

第６条 事業実施者は、事業を完了したときは、防府市三歳未満児保

育体制強化事業費補助金実績報告書（第３号様式）に添付書類を添

えて市長が定める日までに提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の実績報告書の提出があったときは、その内容を審

査の上、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定

し、防府市三歳未満児保育体制強化事業費補助金確定通知書（第４

号様式）によりその旨を事業実施者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第７条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた事業実施者

は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書（第５号様式）

を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、３０日以内

に補助金を当該事業実施者に支払うものとする。 

（補助金に係る消費税仕入控除税額の報告） 

第８条 事業実施者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の

申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）には、消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第６号様式）により

速やかに市長に報告しなければならない。また、補助金に係る仕入

控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市長

に返納しなければならない。 

 （関係書類の整備） 

第９条 補助金の交付を受けた事業実施者は、事業の実施状況及び当

該事業に係る収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他の

関係書類を整備し、補助金の交付の決定のあった年度の終了後５年

間保存しなければならない。 

 （報告及び検査） 

第 10 条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受け

た事業実施者に対して報告を求め、若しくは当該補助金の使用につ



いて、必要な指示をし、又は関係職員に帳簿その他の関係書類を検

査させ、若しくは関係者に質問することができる。 

 （補助金の交付の決定の取消し等） 

第 11 条 市長は、補助金の交付を受けた事業実施者が次のいずれか

に該当するときは、当該補助金の決定の全部又は一部を取り消すこ

とができる。 

(１) この要綱に違反したとき。 

(２) 虚偽の申請その他不正な手段によって補助金の交付を受けた 

とき。 

(３) 県から交付決定の取り消しがなされたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合

において、すでに補助金が交付されているときは、当該事業実施者

に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。  

 （その他） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和６年９月１３日から施行し、令和６年４月１日か

ら適用する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和７年６月２日から施行し、令和７年４月１日から

適用する。 

 

 

 

 

 

 



別表（第４条関係） 

基準額 対象経費 補助率 

１． 利用定員が 30 人以下の施設の場合 

 １か所あたり年額 2,100,000 円 

    （月額上限 175,000 円） 

 

２． 利用定員が 31 人以上 70 人以下の施

設の場合 

 １か所あたり年額 3,300,000 円 

    （月額上限 275,000 円） 

 

３． 利用定員が 71 人以上 110 人以下の施

設の場合 

 １か所あたり年額 4,660,000 円 

    （月額上限 389,000 円） 

 

４． 利用定員が 111 人以上 150 人以下の

施設の場合 

 １か所あたり年額 6,000,000 円 

    （月額上限 500,000 円） 

 

５． 利用定員が 151 人以上の施設の場合 

 １か所あたり年額 7,200,000 円 

    （月額上限 600,000 円） 

 

※事業実施月数（１月に満たない端数が

生じたときは、これを１月とする。）が

12 月に満たない場合には月額上限額に事

業実施月数を乗じた額とする。 

 

事業を実施す

るために必要

な 報 酬 、 給

料、職員手当

等、賃金、共

済費、役務費

等 
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第１号様式（第５条関係） 

  年  月  日  

 

（宛先）防府市長 

 

                  所 在 地 

                  法 人 名 

                  代表者名 

施 設 名 

 

 

年度防府市三歳未満児保育体制強化事業費補助金交付申請書 

 

防府市三歳未満児保育体制強化事業費補助金交付要綱第５条の規定に基づ

き、下記により補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額    金          円 

２ 添付書類 

 （１）実施計画書（別紙１） 

 （２）加配する保育士の保育資格証の写し 

 



別紙１

 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

指令防子第      号  

  年  月  日  

 

               様 

 

防府市長       

 

 

  年度防府市三歳未満児保育体制強化事業費補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のありました    年度防府市三歳未満児

保育体制強化事業費補助金について、下記のとおり決定しましたので、防府市

三歳未満児保育体制強化事業費補助金交付要綱第５条の規定により通知しま

す。        

 

記 

 

１ 施設の名称 

２ 補助金交付決定額    金          円 

 



第３号様式（第６条関係） 

  年  月  日  

 

（宛先）防府市長 

 

                  所 在 地 

                  法 人 名 

                  代表者名 

                  施 設 名 

 

 

年度防府市三歳未満児保育体制強化事業費補助金実績報告書 

 

防府市三歳未満児保育体制強化事業費補助金交付要綱第６条の規定に基づき、事

業の実績を報告します。 

 

記 

 

１ 精 算 額    金          円 

２ 添付書類 

（１） 対象経費のわかる資料（賃金台帳等） 

 

 



第４号様式（第６条関係） 

防子第      号  

  年  月  日  

 

               様 

 

防府市長       

 

 

  年度防府市三歳未満児保育体制強化事業費補助金確定通知書 

 

  年  月  日付けで報告のありました    年度防府市三歳未満児

保育体制強化事業費補助金について、防府市三歳未満児保育体制強化事業費補助

金交付要綱第６条の規定により、補助金の額を確定したので、通知します。        

 

記 

 

１ 施設の名称 

２ 補助金確定額    金          円 

 

  



第５号様式（第７条関係） 

請 求 書 

 

 

金             円 

 

 内訳   年度防府市三歳未満児保育体制強化事業費補助金として 

 

    上記のとおり請求します。 

 

 

     年  月  日 

 

（宛先） 防府市長   

 

                 所在地 

                 法人名 

                 代表者名 

                 施設名 

 

 振込先 

金融機関名 

      銀  行        本店・支店 

      信用金庫        本店・支店 

      農業協同組合      本店・支所 

口座番号    普通 ・ 当座  NO. 

フリガナ 

口座名義 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第８条関係） 

  年  月  日 

（宛先）防府市長 

                               所 在 地 

                                法 人 名 

                   代表者名            

                  施 設 名 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

     年  月  日付け指令防子第  号により交付の決定を受け

た  年度防府市三歳未満児保育体制強化事業費補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額について、下記のとおり報告します。 

 

記 

１ 防府市三歳未満児保育体制強化事業費補助金による確定額 

 

金                            円 

 

２ 消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税 

 額 

 

金                            円 

 

３ 添付書類 

 


